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【手続補正書】
【提出日】平成21年6月1日(2009.6.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
対向する第１および第２主面を有するコーティングされた透明窓板であって、前記コーテ
ィングされた窓板は第２の窓板を含む複層断熱グレージングユニットの一部であって、
前記断熱グレージングユニットは、窓板間のスペースを有し、前記コーティングされた窓
板の前記第２主面はこの窓板間のスペースに曝されており、前記第２主面は、シート抵抗
が２．５オーム／スクエア未満であってかつ放射率が０．０３未満である低放射率コーテ
ィングを備え、
前記低放射率コーティングは、合計厚さが少なくとも４２５オングストロームである３つ
の赤外反射フィルム領域を備え、
前記可視光透過率が６５％を超え、
前記低放射率コーティングが、前記第２主面と前記３つの赤外反射フィルム領域のうち前
記第２主面に最も近い領域との間に透明誘電体フィルムを備え、
前記最も内側の赤外反射フィルム領域と前記第２主面との間において、前記コーティング
が、屈折率が１．７以上で１９０オングストローム未満の透明誘電体フィルムを備え、
前記３つの赤外反射フィルム領域が銀層であり、それぞれが実質的に銀からなり、
これら３つの銀層が前記コーティングにおいて唯一の銀層である
コーティングされた窓板。
【請求項２】
前記低放射率コーティングの総厚が１，８００オングストロームを超える、請求項１に記
載のコーティングされた窓板。
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【請求項３】
前記低放射率コーティングが厚さ１５０オングストローム未満の少なくとも１つの窒化ま
たは酸窒化フィルムを備え、
前記コーティングが厚さ５０オングストロームを超える少なくとも１つの窒化または酸窒
化フィルムをさらに備える、請求項１または２に記載のコーティングされた窓板。
【請求項４】
前記厚さ５０オングストロームを超える前記窒化または酸窒化フィルムが、前記赤外反射
フィルム領域のうちの２つの間に配置されたスペーサー層である、請求項１～３のいずれ
かに記載のコーティングされた窓板。
【請求項５】
　低放射率コーティングを備える主面を有するコーティングされた基材であって、前記コ
ーティングは、前記主面から外側に向かって、
ａ）第１透明誘電体フィルム領域、
ｂ）銀を含む第１赤外反射フィルム領域、
ｃ）第２透明誘電体フィルム領域、
ｄ）銀を含む第２赤外反射フィルム領域、
ｅ）第３透明誘電体フィルム領域、
ｆ）銀を含む第３赤外反射フィルム領域、
ｇ）第４透明誘電体フィルム領域、
　を備え、
　前記コーティングされた基材は、透過率の最大値が可視光波長範囲にある分光透過率曲
線を有し、
　前記分光透過率曲線の半値全幅は、３６０ｎｍ未満であり、
前記第１、第２および第３赤外反射フィルム領域の合計厚さが４２５オングストロームを
超え、
前記コーティングされた基材の可視光透過率が６５％を超え、
前記第１透明誘電体フィルム領域が、屈折率１．７以上のフィルムを備え、
前記第１赤外反射フィルム領域と前記基材の前記主面との間に、屈折率が１．７以上の所
望の総厚のフィルムがあり、前記所望の総厚が１９０オングストローム未満であり、
前記第１、第２および第３赤外反射フィルム領域が銀層であり、それぞれが実質的に銀か
らなり、
これら３つの銀層が前記コーティングにおいて唯一の銀層であるコーティングされた基材
。
【請求項６】
前記低放射率コーティングの総厚が１，８００オングストロームを超える、請求項５に記
載のコーティングされた基材。
【請求項７】
　低放射率コーティングを備える主面を有する基材であって、前記コーティングは、ある
厚さを有する第１赤外反射フィルム領域と、ある厚さを有する第２赤外反射フィルム領域
と、ある厚さを有する第３赤外反射フィルム領域とを備え、前記第３赤外反射フィルム領
域の前記厚さは、前記第２赤外反射フィルム領域の前記厚さより大きく、前記第２赤外反
射フィルム領域の前記厚さは、前記第１赤外反射フィルム領域の前記厚さより大きく、
　前記コーティングは、前記主面から外側に向かって、
ｇ）第１透明誘電体フィルム領域、
ｈ）前記第１赤外反射フィルム領域、
ｉ）第２透明誘電体フィルム領域、
ｊ）前記第２赤外反射フィルム領域、
ｋ）第３透明誘電体フィルム領域、
ｌ）前記第３赤外反射フィルム領域、
ｍ）第４透明誘電体フィルム領域、
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　を備え、
　前記コーティングは、前記第２赤外反射フィルム領域の前記厚さに対する前記第１赤外
反射フィルム領域の前記厚さに等しい第１反射領域比を有し、前記コーティングは、前記
３赤外反射フィルム領域の前記厚さに対する前記第２赤外反射フィルム領域の前記厚さに
等しい第２反射領域比を有し、
　前記第１および第２反射領域比の少なくとも１つは、０．８５未満であり、
　前記第１透明誘電体フィルム領域が、屈折率１．７以上のフィルムを備え、
　前記第１赤外反射フィルム領域と前記基材の前記主面との間に、屈折率が１．７以上の
所望の総厚のフィルムがあり、前記所望の総厚が１９０オングストローム未満であり、
　前記可視光透過率が６５％を超え、
　前記第１、第２および第３赤外反射フィルム領域が銀層であり、それぞれが実質的に銀
からなり、
これら３つの銀層が前記コーティングにおいて唯一の銀層である
基材。
【請求項８】
前記低放射率コーティングの総厚が１，８００オングストロームを超える、請求項７に記
載の基材。
【請求項９】
　前記コーティングが、前記第４透明誘電体フィルム領域の厚さに対する前記第１透明誘
電体フィルム領域の厚さとして定義される一次誘電体領域比を有し、
　前記一次誘電体領域比が０．７５未満である、請求項７または８に記載の基材。
【請求項１０】
前記第１、第２および第３赤外反射フィルム領域の合計厚さが４２５オングストロームを
超える、請求項７～９のいずれかに記載の基材。
【請求項１１】
　前記赤外反射フィルム領域のうち少なくとも１つの直上に厚さが７オングストローム未
満のブロッカーフィルム領域が設けられる、請求項７～１０のいずれかに記載の基材。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　コーティング７はさらに、ひときわ低い放射率を有する。例えば、コーティング７の放
射率は、０．０６未満である。本コーティング７の放射率は、０．０４未満（例えば、０
．０３未満、さらに０．０２５未満、好ましくは０．０２未満、より好ましくは０．０１
５未満）であることが好ましい。所望レベルの放射率が選択および変更可能であり、様々
な用途に対応可能であるが、多くの好ましいコーティングの実施形態（例えば、後に表で
示す積層の例）では、放射率は、０．０２３未満であり、例えば約０．０２０とする。一
方、コーティングされていない透明ガラスからなる窓板は一般的に、放射率が約０．８４
である。
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